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BELS 表示例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・BELS 評価書･プレートデザイン･ラベルデザイン 非住宅 

→記載例 2 の「建築物全体」の評価結果 

・BELS 評価書･プレートデザイン･ラベルデザイン 住宅 

→記載例 3 の住戸「306 号室」の評価結果 

・（参考 1）プレート等アイテム一覧 

・（参考 2）BELS 表示マークデータ取扱要領 

  

資料 3-2 

評価書･プレートデザイ

ン･ラベルデザイン例 
住宅・非住宅それぞれ 1 パ
ターンの例示としていま
す。 
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評価機関より交付される「BELS 評価書」の例 

 評価書は通常 2 枚構成となる。（複数申請者がある場合は第三面まで） 

 

 

評価書第一面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記載例 2 非住宅 

「建物物全体」申請分の BELS 評価書 

2. 
申請書第三面・
第四面の記載内

容が表示される 

印 

4. 
表示基準に基づ

いた、評価結果
が示されること
となる。 

3. 

プレートデザイ
ン が 表 示 さ れ
る。 

1. 
申請書第二面の

申請者について
が表示される 

5. 
ZEB 又は住宅の「ZEH マ
ーク」｢ゼロエネ相当｣に関

する表示事項を選択した
場合のみ記載できる。 
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評価書第二面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数申請者がある場合は、第三面に表示されることとなる 

  

1. 
表示基準に基づいた、

詳細な一次エネルギー
消費量が計算結果をも
とに表示される。 

※モデル建物法の場合
は各設備の BEI が表示
される。 

2. 
参考情報は、申請者から
の情報を転記するもの

である。 

記載例 2 非住宅 

「建物物全体」申請分の BELS 評価書 
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表示プレート 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラベル表示 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 
非住宅のマークと
なる。 

2. 
ここでは、BEI=0.69

であるため、☆4 つ。 

5. 

物件名称が記載され
る。 

6. 
平成 28 年国交省告示第
489 号に基づく第三者

認証である。 

記載例 2 非住宅 

「建物物全体」申請分の BELS プレート等 

3. 
表示基準に基づい
た、評価結果が示さ

れることとなる。 

4. 
希望した場合に

表示される 

7. 
表示内容が省略されているデザイン。（平成
28 年国交省告示第 489 号に基づく範囲

内で、表示事項の省略がされている） 
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評価書第一面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第二面 （省略） 

  

記載例 3 住宅 

「住戸」申請分の BELS 評価書 

印 

2. 

申請書第三面・
第四面の記載内
容が表示される 

4. 
表示基準に基づ
いた、評価結果

が示されること
となる。 

3. 
プレートデザイ
ン が 表 示 さ れ

る。 

1. 
申請書第二面の

申請者について
が表示される 

共同住宅 

5. 
ZEB 又は住宅の「ZEH マ
ーク」｢ゼロエネ相当｣に関

する表示事項を選択した
場合のみ記載できる。 
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表示プレート 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラベル表示 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記載例 3 住宅 

「住戸」申請分の BELS プレート等 

1. 
住宅のマークとな
る。 

2. 
ここでは、BEI=0.97

であるため、☆2 つ。 

5. 
物件名称が記載され

る。 

6. 
平成 28 年国交省告示第
489 号に基づく第三者

認証である。 

3. 
表示基準に基づい
た、評価結果が示さ

れることとなる。 

4. 
希望した場合に
表示される 

7. 

表示内容が省略されているデザイン。（平成
28 年国交省告示第 489 号に基づく範囲
内で、表示事項の省略がされている） 
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（参考 1）プレート等アイテム一覧 

 評価協会が作成するプレート等として、以下のアイテムについて準備されている。注文については、当該

物件の申請をした BELS 評価機関に注文することとなる。（金額等は各評価機関へ問い合わせ） 
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（参考 2）BELS 表示マークデータ取扱要領 

平成２８年８月１８日制定 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

 

   B E L S 表示マークデータ取扱要領 

  

   この取扱要領は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会（以下「協会」という。）が

運営する BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）において、BELS 評価業務方法書 

別記様式第 7号に記載された申請者（以下「申請者」という。）が、協会に登録された

建築物に係るエネルギー消費性能の評価を実施する機関（以下｢登録BELS機関｣という。）

より配布された BELS 表示マークデータ（以下｢表示マークデータ｣という。）の取扱い

について遵守すべき事項を定めたものです。 

 

  １.申請者は、以下の各項目を遵守して使用して下さい。 

   (1) 表示マークデータの仕様 

     表示マークデータは、様式１から様式６のとおりとしますが、白黒印刷でも使

用することができます。 

   (2) 表示マークデータの用途  

次に掲げるものに使用できます。    

      1) 申請者が作成するパンフレットその他の印刷物 

      2) 申請者が作成するホームページ、携帯サイトその他の電子媒体 

      3) BELS 及び関連制度の普及に資する広告 

   (3) 表示マークデータの遵守事項 

次に掲げる事項を遵守して下さい。 

 1) 表示マークデータの内容について、修正・加工を行なわないこと。 

 2) 表示マークデータの内容について、部分的な使用を行なわないこと。 

3) 表示マークデータの仕様による色、縦横比、形状を変更しないこと。 

4) 様式 1、様式 2を使用する場合は、A6 未満、様式 3、様式 4を使用する場

合は、短辺が 35ｍｍ未満、様式 5、様式 6 を使用する場合は、短辺が 40

ｍｍ未満となる大きさで使用しないこと。 

 

   ２. 申請者は、以下の各項目を遵守して表示マークのデータを管理して下さい。 

    (1) 表示マークデータは、当該物件の評価を行なった登録 BELS 機関より申請者

に PDF データで提供されます。又、データ提供を受けた者は、表示マーク

データの PDF データを適切に管理して下さい。 

    (2) 表示マークデータは、第三者に対する譲渡、貸与その他の処分をしないで下

さい。ただし、表示マークデータの用途の各号に掲げるものに使用するため

に、印刷会社、ウェブサイト会社、広告会社その他事業者に一時的に貸与す

る場合は除かれます。 

BELS データを配布する際に、
データと併せて配布するため
に作成されたもの。 
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３. 申請者が次の各号に掲げる行為を行ったと認められる場合、その行為を行っ

た者に対して、表示マークデータの使用を中止します。 

1) 表示マークデータの仕様を遵守しない場合 

2) 表示マークデータの用途以外の用途で使用した場合 

3) 表示マークデータの遵守事項を遵守しない場合 

     4) 表示マークデータの用途に掲げるものに使用するため印刷会社等その他事

業者に一時的に貸与する場合以外に譲渡、貸与、その他の処分を行った場合 

5) その他表示マークデータとして不適切な使用をしたことを協会が認めた場

合 

 

４. 協会は、表示マークデータの使用に係る損害賠償、損失補填及びその他の法律

上の責任は一切負いません。  

 

５. 本要領に定めるもののほか、表示マークデータの使用に関し必要な事項は、協

会が別に定めるこことします。 

 

以上 
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